
2018 年 1 月 23 日 

日 本 銀 行 

 

 

「貸出支援基金運営基本要領」の一部改正等について 

 

 

 

日本銀行は、平成３０年１月２２・２３日の政策委員会・金融政策決定

会合において、貸出増加や成長基盤の強化に向け、金融機関と企業・家計

の前向きな行動を引き続き促していくとともに、復興に向けた被災地金融

機関の取り組みへの支援を継続する観点から、下記の諸措置を講ずること

を決定しましたので、お知らせします。 

なお、貸出支援基金に関しては、平成２６年３月に制度の見直しを行っ

ていますが（注）、旧制度に基づく貸付の残高が平成３０年３月でなくなる

ため、不要となる関連規定の削除等を併せて行っています。 

 

（注）詳細については、2014年 3月 11日付の「「貸出支援基金運営基本要領」の一部

改正等について」をご参照ください。 

 

記 

１．「貸出支援基金運営基本要領」（平成２４年１２月２０日決定）を別

紙１のとおり一部改正すること。 

２．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金

供給基本要領」（平成２２年６月１５日決定）を別紙２のとおり一部改

正すること。 

３．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金

供給における出資等に関する特則」（平成２３年６月１４日決定）を別

紙３のとおり一部改正すること。 

４．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金



供給における小口投融資に関する特則」（平成２４年３月１３日決定）

を別紙４のとおり一部改正すること。 

５．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金

供給における米ドル資金供給に関する特則」（平成２４年４月１０日決

定）を別紙５のとおり一部改正すること。 

６．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給

基本要領」（平成２４年１２月２０日決定）を別紙６のとおり一部改正

すること。 

７．「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援する

ための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関

する特則」（平成２７年３月１７日決定）を別紙７のとおり一部改正す

ること。 

８．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」

（平成２３年４月２８日決定）を別紙８のとおり一部改正すること。 

９．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平

成２３年４月２８日決定）を別紙９のとおり一部改正すること。 

１０．「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための

資金供給オペレーション基本要領」（平成２８年４月２８日決定）を別

紙１０のとおり一部改正すること。 

１１．「平成二十八年熊本地震にかかる被災地企業等債務に関する担保の

適格性判定等に関する特則」（平成２８年４月２８日決定）を別紙１１

のとおり一部改正すること。 

１２．「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について」

（平成２８年１月２９日決定）を別紙１２のとおり一部改正すること。 

以  上 

＜本件照会先＞ 

企 画 局  鈴木・宇井（03-3277-2877） 



別紙１ 

 

「貸出支援基金運営基本要領」中一部改正 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

この基本要領は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもっ

て廃止する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙２ 

 

「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金 

供給基本要領」中一部改正 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．貸付期間 

４年以内の期間とする。ただし、７．（２）に定める借り換えについ

ては、１年以内の期間とする。 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．貸付利率 

次の（１）および（２）に定める利率とする。 

（１）年０．１％とする。 

（２）７．（２）に定める借り換えにかかる貸付利率については、（１）

の規定にかかわらず、当初貸付けの実行日における貸付利率の定め

によって決定される利率とする。ただし、当分の間は年０．１％と

する。 

 

○ ７．を横線のとおり改める。 

７．貸付実行日および借り換え  

（１）貸付実行日は、平成３１年６月３０日までの別に定める日とする。

ただし、平成３０年７月１日以降、（２）に定める借り換えを除く

貸付実行は行わない。 



（２）貸付先が希望する場合には、９.に定める貸付限度額の範囲内で満

期日における借り換えを認める。ただし、当初貸付期間およびすべ

ての借り換えにかかる貸付期間を通算して４年を超えないものと

する。 

 

○ ９．を横線のとおり改める。 

９．貸付限度額等 

（１）略（不変） 

（２）貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額 

各貸付先から提示を受けた１２．に定める成長基盤強化に向けた取

り組み方針に基づいて貸付先が行う期間１年以上の融資または投資に

ついての、別に定める一定期間の新規実行額相当額とする。ただし、

貸付先が借り換えを希望する場合には、当初貸付実行時の貸付限度額

算出の根拠となった融資または投資の残高のうち１年以上の残存期間

を有するものの金額と、借り換えの対象となる貸付けの金額を比較し

て、いずれか小さい方の金額相当額とする。 

 

○ １０．を横線のとおり改める。 

１０．期日前返済 

（１）平成２６年４月１日以降に新規に実行する貸付けについて、貸付

先が希望する場合には、貸付実行日から１年単位で別に定める日に

おいて、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を

受ける。 

（２）平成２６年４月１日以降に新規に実行する貸付けについて、別に

定める時点において、次のイ、がロ、を下回る場合には、別に定め

るところにより、貸付先に当該下回る金額相当額を期日前返済させ

る。 



イ、 略（不変） 

ロ、 略（不変） 

 

○ １１．を横線のとおり改める。 

１１．貸付受付期限 

９．（２）に定める貸付限度額算出の根拠となる一定期間は、平成３

０３１年３月３１日以前に限る。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

この基本要領は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもっ

て廃止する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、平成２６年３月３１日以前

に当初貸付けを実行した貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 



別紙３ 

 

「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金 

供給における出資等に関する特則」中一部改正 

 

○ ２．を削る。 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．２．貸付金額 

貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、基本

要領８．の規定にかかわらず、４．３．に定める貸付限度額および当該

貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはでき

ない。 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．３．貸付限度額等 

（１）略（不変） 

（２）貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、基本要領９．（２）の

規定にかかわらず、別に定める時点における、次のイ．からロ．お

よびハ．を控除した金額相当額とする。ただし、貸付先が借り換え

を希望する場合には、当該金額と借り換えの対象となる貸付けの金

額とを比較して、いずれか小さい方の金額相当額とする。 

イ．当該貸付先が、７．６．に定める成長基盤強化に向けた取り組み

方針に基づいて、平成２２年４月１日以降に実施した出資等および

動産・債権担保融資等の残高 



ロ．イ．の残高のうち、次の各号に掲げるものの残高 

（イ）略（不変） 

（ロ）略（不変） 

（ハ）「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するた

めの資金供給における米ドル資金供給に関する特則」（平成２４

年４月１０日付政委第３０号別紙１．）７．８．（２）に定める

貸付限度額算出の根拠となっているもの 

ハ．略（不変）  

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．４．期日前返済 

基本要領１０．（２）の規定にかかわらず、本特則に基づく貸付けに

ついて、別に定める時点における、４.３．（２）イ．から同ロ．を控除

した金額が同ハ．の金額を下回る場合には、別に定めるところにより、

貸付先に当該下回る金額相当額を期日前返済させる。 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．５．貸付受付期限 

４．３．（２）に定める貸付限度額算出の根拠となる時点は、基本要

領７．（２）に定める借り換えにかかるものを除き、平成３０３１年３

月３１日以前に限る。 

 

○ ７．を６．とする。 

 



○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

本措置は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもって廃止

する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、平成２６年３月３１日以前

に当初貸付けを実行した貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 



別紙４ 

 

「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための 

資金供給における小口投融資に関する特則」中一部改正 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．貸付限度額等 

（１）略（不変） 

（２）貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、基本要領９．（２）の

規定にかかわらず、別に定める時点における、次のイ．からロ．お

よびハ．を控除した金額相当額とする。ただし、貸付先が借り換え

を希望する場合には、当該金額と借り換えの対象となる貸付けの金

額とを比較して、いずれか小さい方の金額相当額とする。 

イ．略（不変）  

ロ．イ．の残高のうち、次の各号に掲げるものの残高 

（イ）「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するた

めの資金供給における出資等に関する特則」（平成２３年６月１

４日付政委第４８号別紙．）４．３．（２）に定める貸付限度額

算出の根拠となっているもの 

（ロ）「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するた

めの資金供給における米ドル資金供給に関する特則」（平成２４

年４月１０日付政委第３０号別紙１．）７．８．（２）に定める

貸付限度額算出の根拠となっているもの 

ハ．略（不変）  

 



○ ５．を横線のとおり改める。 

５．貸付受付期限 

３．（２）に定める貸付限度額算出の根拠となる時点は、借り換えに

かかるものを除き、平成３０３１年３月３１日以前に限る。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

本措置は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもって廃止

する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、平成２６年３月３１日以前

に当初貸付けを実行した貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 



別紙５ 

 

「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金 

供給における米ドル資金供給に関する特則」中一部改正 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．貸付金額 

貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、基本

要領８．の規定にかかわらず、７．８．に定める貸付限度額および当該

貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはでき

ない。 

 

○ １１．を１２．とする。 

 

○ １０．を１１．とし、９．を横線のとおり改める。 

９．１０．貸付受付期限 

７．８．（２）に定める貸付限度額算出の根拠となる時点は、借り換え

にかかるものを除き、平成３０３１年３月３１日以前に限る。 

 

○ ８．を横線のとおり改める。 

８．９．期日前返済 

基本要領１０．の規定にかかわらず、本特則に基づく貸付について、 別

に定める時点における、７.８．（２）イ．から同ロ．を控除した金額が



同ハ．の金額を下回る場合には、別に定めるところにより、貸付先に当

該下回る金額相当額を期日前返済させる。 

 

○ ７．を横線のとおり改める。 

７．８．貸付限度額等 

（１）略（不変） 

（２）貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、基本要領９．（２）の

規定にかかわらず、別に定める時点における、次のイ．からロ．お

よびハ．を控除した金額相当額とする。ただし、貸付先が借り換え

を希望する場合には、当該金額と借り換えの対象となる貸付の金額

とを比較して、いずれか小さい方の金額相当額とする。 

イ．当該貸付先が、１０．１１．に定めるわが国経済の成長基盤強化

に向けた取り組み方針に基づいて、平成２４年４月１日以降に実施

した期間１年以上の外貨建て投融資の残高 

ロ．イ．の残高のうち、次の各号に掲げるものの残高 

（イ）略（不変） 

（ロ）「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するた

めの資金供給における出資等に関する特則」（平成２３年６月１

４日付政委第４８号別紙．）４．３．（２）に定める貸付限度額

算出の根拠となっているもの 

（ハ）略（不変） 

ハ．略（不変）  

 

○ ６．の次に次の７．を加える。 

７．借り換え 



貸付先が希望する場合には、８.に定める貸付限度額の範囲内で満期日

における借り換えを認める。ただし、当初貸付期間およびすべての借り

換えにかかる貸付期間を通算して４年を超えないものとする。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

本措置は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもって廃止

する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙６ 

 

「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給

基本要領」中一部改正 

 

○ ５．を削る。 

 

○ ７．を１１．とし、６．を横線のとおり改める。 

６．平成２６年４月１日以降に新規に実行する貸付けの取扱い 

（１）５．貸付期間 

４年以内の期間とする。 

（２）６．貸付利率 

年０．１％とする。 

（３）７．貸付実行日 

平成３０３１年６月３０日までの別に定める日とする。 

（４）８．貸付金額 

貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、（５）９．に定

める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕

額相当額を超えることはできない。 

（５）９．貸付限度額 

貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、次のイ、（１）からロ、

（２）を控除した金額の２倍の金額相当額とする。なお、「適格住宅

ローン債権信託受益権担保取扱要領」に基づき本行に担保として差入

れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅



ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取

扱うものとする。 

イ、（１）当該貸付先による貸付毎に別に定める四半期における貸出

の月末残高平均額 

ロ、（２）平成２４年１０月から１２月までの四半期から、イ、（１）

において別に定める四半期の直前の四半期までの各四半期におけ

る、当該貸付先による貸出の月末残高平均額のうち、最大の額 

（６）１０．期日前返済 

貸付先が希望する場合には、貸付実行日から１年単位で別に定める

日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済

を受ける。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

この基本要領は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもっ

て廃止する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、平成２６年３月３１日以前

に当初貸付けを実行した貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 



別紙７ 

 

「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するため

の資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特

則」中一部改正 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

本措置は、本日から実施し、平成３４３５年６月３０日をもって廃止

する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙８ 

 

「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中

一部改正 

 

○ ９．を横線のとおり改める。 

９．貸付受付期間 

平成３０３１年４月３０日までとする。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

１．この基本要領は、本日から実施し、平成３０３１年４月３０日をもっ

て廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

２．略（不変）  

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 

 



別紙９ 

 

「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」中

一部改正 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

本措置は、平成２３年５月３１日までの別に定める日から実施し、平

成３１３２年４月３０日をもって廃止する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙１０ 

 

「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための

資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 

 

○ ９．を横線のとおり改める。 

９．貸付受付期間 

平成３０３１年４月３０日までとする。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

１．略（不変） 

２．この基本要領は、平成３０３１年４月３０日をもって廃止する。ただ

し、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前

の例による。 

３．略（不変） 

  

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙１１ 

 

「平成二十八年熊本地震にかかる被災地企業等債務に関する担保の

適格性判定等に関する特則」中一部改正 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

１．略（不変） 

２．本措置は、平成３１３２年４月３０日をもって廃止する。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙１２ 

 

「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について」

中一部改正 

 

○ 本文を横線のとおり改める。 

当分の間、下記１．から４．までの利率については、それぞれの規定にか

かわらず、年０％とする。 

記 

１．  

∫    略（不変）  

３．  

４． 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給

基本要領」（平成２４年１２月２０日付政委第１０７号別紙２．）５．

（３）および６．（２）６．に定める貸付利率 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。ただし、「貸出支援基金の運営とし

て行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」に基づく貸付けのうち、

平成２６年３月３１日以前に当初貸付けを実行した貸付けの取扱いについ

ては、なお従前の例による。 

 


